
業務別発注概要書
Ｃ．総合評価に関する事項

点

点

点

入札価格≧調査基準価格の場合

価格評価点＝２５点×（１－入札価格／予定価格）

入札価格<調査基準価格の場合

価格評価点＝２５点×｛（１－調査基準価格／予定価格）

＋０．５×（調査基準価格－入札価格）／予定価格｝

総合様式１

総合様式４－４

2 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． ３件以上 点

ｂ． ２件 点

ｃ． １件 点

ｄ． 無し 点

総合様式２－１

2 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． ８５点以上 点

ｂ． ８０点以上８５点未満 点

ｃ． ６５点未満 点

ｄ． 上記以外（実績無しを含む） 点

総合様式２－１

評価対象業務
農業農村整備事業で執行した成績評定点を有する
全業務の内、測量、地質調査、補償コンサルタント
及び環境調査業務を除いた業務

平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までに
完了し、秋田県が通知した農林水産部発注実績で
成績評定点の平均点

提出様式

評価対象年度

平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までに
完了し、秋田県が通知した農林水産部発注実績で
成績評定点８０点以上の業務件数

提出様式

Ⅰ－2 委託業務の成績評定点

基準配点

評価基準

過去３年間の
秋田県が通
知した業務委
託成績評定
点の平均値

評価対象年度

2.0

Ⅰ－1 評価対象業務の実績

基準配点

評価基準

過去３年間の
秋田県にお
ける評価対
象業務の優
れた実績件

数

2.0

1.0

0.5

0.0

評価対象業務

価格評価点の
計算式

（※ 小数点以下第５位を四捨五入４位止め）

自己評価申請書の提出様式（必須）

複数の配置予定技術者を申請する場合の提出様式（任意）

技術評価点の評価項目 基準配点、評価基準、提出様式等

実績等評価項目の基準配点の合計（ａ） 20

技術評価点の
計算式

技術評価点 ＝ 企業実績等評価分に係る獲得点数 × Ａ／ ａ

（※ 小数点以下第５位を四捨五入４位止め）

価格評価点の配点 25

（委託番号：05002-Y03 ）

ほ場整備の区画整理実施設計

1.0

-1.0

評価方式 簡易型

技術評価点の配点
企業実績等評価項目の配点（Ａ） 25

0.0
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2 点

ａ． プロポ及びＶＥの実績有り 点

ｂ． 点

ｃ． 実績無し 点

総合様式３

2 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． ３件以上 点

ｂ． ２件 点

ｃ． １件 点

ｄ． 無し 点

総合様式２－２

2 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． ８５点以上 点

ｂ． ８０点以上８５点未満 点

ｃ． ６５点未満 点

ｄ． 上記以外（実績無しを含む） 点

「Ⅰ－２ 委託業務の成績評定点」と同様

技術評価点の評価項目 基準配点、評価基準、提出様式等

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。
なお、農業農村整備事業「ほ場整備関係業務委託
に係わるプロポーザル方式」及び「農業農村整備事
業総合評価落札方式（業務方針提案型）」について
も評価対象とする。

2.0

1.0

-1.0

0.0

評価対象業務

評価対象年度

平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までに
完了し、秋田県が通知した農林水産部発注実績で
成績評定点の平均点

評価対象業務「Ⅰ－１ 評価対象業務の実績」と同様

評価対象年度

平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までに
完了し、秋田県が通知した農林水産部発注実績で
成績評定点８０点以上の業務件数

提出様式

Ⅱ-2
管理技術者及び主たる担当技
術者の委託業務の成績評定点

基準配点

評価基準

過去３年間の
秋田県が通
知した業務委
託成績評定
点の平均値

評価対象年度平成２１年４月１日から技術資料提出期限まで

Ⅱ-1
管理技術者及び主たる担当技
術者の実績

基準配点

評価基準

過去３年間の
管理技術者
及び主たる
担当技術者
としての秋田
県における優
れた実績の
合計件数

2.0

1.0

0.5

Ⅰ－3
プロポーザル・ＶＥ提案等の実
績

基準配点

評価基準

評価基準

提出様式

次のいずれかに該当する場合
①プロポ又はＶＥの実績有り
②配置予定技術者（管理技術者又
は主たる担当技術者）が設計ＶＥ
リーダー資格を保有し、国又は地
方公共団体等の実施するＶＥ検討
会に参加した実績有り

1.0

2.0

0.0

0.0
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2 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． Ａ＋Ｂ 点

ｂ． Ａ又はＢ 点

ｃ． 無し 点

Ａ：

Ｂ：

総合様式４－1

2 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． Ａ＋Ｂ 点

ｂ． Ａ又はＢ 点

ｃ． Ｃ 点

ｄ． 無し 点

Ａ：

Ｂ：

Ｃ：

総合様式４－２

1 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． Ａ＋Ｂ 点

ｂ． Ａ又はＢ 点

ｃ． 無し 点

Ａ：

Ｂ：

総合様式４－３

2 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． 点
ｂ． 点
ｃ． 点

総合様式４－1

2 点

委託業務総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． 点
ｂ． 点
ｃ． 点

総合様式４－２

技術評価点の評価項目 基準配点、評価基準、提出様式等

保有資格区
分

保有資格の
有無

保有資格区
分

保有資格の
有無

保有資格の
有無

提出様式

０～２件 2.0

３～５件 1.0

2.0

３～５件 1.0
６件以上 0.0

Ⅲ-1-
②

主たる担当技術者の手持ち業
務量

基準配点

評価基準

評価基準
０～２件

６件以上 0.0

Ⅲ-1-
①

管理技術者の手持ち業務量

基準配点

評価基準

評価基準

提出様式

技術士（農業部門／農業土木）を保有している
場合は、0.5点加点する。

0.5

0.0
Ⅱ-3-
③

照査技術者の保有資格

基準配点

評価基準

1.0

提出様式

総合技術監理部門（農業－農業土木、農村地
域計画又は農村環境）を保有している場合は、
0.5点加点する。

技術士（農業部門／農業土木）を保有している
場合は、1.0点加点する。

1.0

0.25

0.0
Ⅱ-3-
②

主たる技術者の保有資格

基準配点

評価基準

2.0

技術士同等又はＲＣＣＭ（農業土木部門）を保
有している場合は、0.25点加点する。

提出様式

総合技術監理部門（農業－農業土木、農村地
域計画、又は農村環境）を保有している場合
は、1.0点加点する。

技術士（農業部門／農業土木）を保有している
場合は、1.0点加点する。

1.0

0.0
Ⅱ-3-
①

管理技術者の保有資格

基準配点

評価基準

2.0

提出様式

総合技術監理部門（農業－農業土木、農村地
域計画又は農村環境）を保有している場合は、
1.0点加点する。保有資格区

分
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1 点

秋田県総合評価落札方式運用の手引きによる。

ａ． 点
ｂ． 点
ｃ． 点

総合様式４－３

技術評価点の評価項目 基準配点、評価基準、提出様式等

1.0

５～９件 0.5
１０件以上 0.0

０～４件

提出様式

Ⅲ-1-
③

照査技術者の手持ち業務量

基準配点

評価基準

評価基準
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